
 

  

 

 

○ 札幌市では、通常、 

・組合員(組合員が組合員資格取得届書を記入): ご本人が採用された日から 
・被扶養者(組合員が異動申告書を記入): 組合員の方が申告書を提出した日から 

 ５日以内  に、札幌市職員共済組合に届出をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ マイナンバーカードを皆様の保険証として速やかに利用して頂けるよう、「組合員
資格取得届書」へのマイナンバーの記入および被扶養者の「個人番
号（マイナンバー）に係る届出書」の提出をお願いします。 

○ 加入者情報の登録が完了し、マイナンバーカードが保険証として利用できるように
なっているかどうかは、裏面の方法で確認いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌市職員共済組合に書類が届いてから、加入者情報の登録が完了し、マ
イナンバーカードが保険証として利用できるようになるまでの期間の目安は次の
とおりです。 

⚫ マイナンバーを記載した届出 : 約５営業日 
 

⚫ マイナンバーの記載のない届出: 約１０営業日 
 

※ 記載されたマイナンバーが正しくない場合や必要な書類が揃っていない場合は、札幌市職
員共済組合で確認を行う期間が別途必要になります。 

～新しく採用された方や被扶養者の認定手続きをする皆様へ～ 

「組合員資格取得届書」へのマイナンバーの記入および被扶養者の

「個人番号（マイナンバー）にかかる届出書」の提出をお願いします。 

両面印刷用(表) 



 

 

 

  

○ スマートフォンでの健康保険証の確認方法 

  ※初めてマイナポータルをご利用の方は「マイナポータル」アプリをインストールしてください。 

 

１ マイナポータルにログイン。 

２ 「健康保険証」のページでご確認ください。 

 

マイナポータルへは 

こちらから → 

 

 

○ それ以外にも、ご自身の加入者情報の登録が完了し、マイナンバーカードが保険

証として利用できるようになっているかどうかは、以下の方法で確認いただけます。 

 

 

 

○ マイナンバーの記載のない届書を提出された場合は、「資格情報通知書」がお手 

元に届いた場合でも、データ登録が完了していない場合があります。マイナンバーカー

ドで受診される際は、事前にマイナポータルでご確認下さい。 

 

マイナポータルにログインした際、保険証情報が登録されている場合、加入者
情報登録は完了しており、マイナンバーカードを保険証として利用いただけます。 
医療機関等の受診の前にご活用ください。 

⚫ 届出提出後、被保険者番号等が

記載された「資格情報通知書」が、

札幌市職員共済組合から届きま

す。 

⚫ マイナンバーを記載した届書を提

出した場合、この「資格情報通知

書」が届いた方は加入者情報の登

録が完了しており、マイナンバーカ

ードを保険証としてご利用いただ

けます。(※) 
※ 住民基本台帳に生年月日を登録されていない方などは、マイナ 

ポータルでのご確認をお願いいたします。 
 

両面印刷用(裏) 


